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　介護保険制度は制定か ら10年 を超 え、私た

ちの生活に浸透 してきた。 この制度が整備 さ

れたことは、高齢者にとって、また地域社会

にとっても安心 して高齢期を生きることがで

きると期待された。介護保険制度が導入され、

要介護認定者の増加による介護費用の増大、

介護サービス事業所の増加などによる質の保

障などが課題 とな り、制度5年 後に介護保険

制度が改正された。介護保険制度は、改正に

よって介護予防の視点が取 り入れ られ介護予

防の重要性が認識された。その担い手 として

地域包括支援センターが位置づけられた。

　本稿では介護保険改正にともなって取 り入

れられた介護予防とその中核機関である地域

包括支援センターを取 り上げる。介護保険制

度の制定から改正にいたった経緯 を概観 し、

介護予防と地域包括支援センターの役割 を示

し、介護予防の現状 と課題について検討 した。

　結論として、介護予防を中心 とした地域支

援事業は、元気な高齢者や特定高齢者への地

域支援事業をは じめ、要支援者に対する介護

予防マネジメン ト、権利擁護、虐待防止など

高齢者の生活全般にわたる総合相談などが地

域包括支援センターにおいて担われている。

これ らのさまざまな事業内容に忙殺 され十分

に介護予防が行われていない現状が明らか と

なった。それは、地域包括支援センターだけ

では介護予防事業の運営が難 しいことが示唆

されたといえる。

キーワー ド:介 護保険法改正、介護予防、地
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域包括支援センター、

1.は じめに

　介護 とは、身辺の自立がで きない人、保護

や介助を必要とする人に対する基本的生活欲

求充足のための行為 を援助する身辺の具体的

な世話 ・活動をいう。介護予防は、まさしく

介護 ・支援が必要な状態にな らないよう予防

してい くことを指 している。介護予防、介護

保険制度など制度を活用する公助、地域住民

との支え合いによる共助、高齢者 自身での取

り組みである自助の観点からの取 り組みによ

り、高齢 となったのちも健康 な高齢期を迎 え

ることができる。介護予防は要介護認定によ

る介護予防給付 と地域支援事業による介護予

防に大別する事ができる。いずれの事業 とも

地域包括支援セ ンターが担当をしている。地

域包括支援センターは、介護保険法の制度改

正で2006年 に全国の市町村に設置 された(厚

生労働省,2006)。 地域のさまざまな資源 を

統合 しネットワーク化することで高齢者に継

続的かつ包括的にケアを提供する地域の中核

的な機関として地域包括 ケアを支え介護予防

を推進する機関である。

　介護保険制度は1997年 に成立 し、2000年 に

施行 された。介護保険の成立は、制度の浸透

と介護サービス利用の高齢者 を増加 させた。

特に軽度の要介護者を増大させるとともに一

方で重度の介護者 も介護サービス利用度を高

めることにな り、全国自治体の社会保障費の

支出を大きく押 し上げることになった。この

ような需要に鑑みて2005年 の制度の改正では、

介護予防の視点が導入されるようになった。

介護を必要 とせず健康的な自立生活をより長

く継続させるために地域支援事業において介

護予防を実施する機関として地域包括支援セ

ンターが介護需要の抑制を目的として創設さ

れた。

　次節では、介護保険制度のなかで実施され

る介護予防事業が地域包括支援センターに位

置づけるようになった経緯を明 らかにする。

地域包括支援センターにおいて介護予防事業

を活動 として位置付けることが適切かどうか

内容の現状を整理する。

II.介 護予防 とは

　介護予防は、地域支援事業の1事 業であっ

て、被保険者が要介護状態となることを予防

するもの(安 村,2006:49)で ある。そのた

め第1号 被保険者 を対象11と する。この介護

予防の事業は、介護保険法の改正によって新

たに創設 された2〕。そこで本節では、介護保

険制度の成立から改正にいたった経緯 と介護

予防事業について述べたい。

1.介 護予防

　2005年 の介護保険法の改正によって市町村

を責任主体とし、一貫性 ・連続性のある 「総

合的な介護予防システム」を確立することと

なった。その うちの予防重視型 システムが

「新予防給付の創設」 と 「地域支援事業の創

設」である(厚 生労働省,2006)。(図1参 照)

　 「新予防給付」の対象者は、介護保険の要
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図1　 介護保険制度と介護予防事業　地域包括支援センターの係る業務

　　(「高齢者に対する支援と介護保険制度」P316を 参照し筆者作成)

介護認定を受けたもののうち 「要支援」の判

定 となった ものである。地域包括支援 セ ン

ターにおいて介護予防サービス計画が立て ら

れ、介護予防給付サービスを受けることがで

きる。

　 「地域支援事業」は、地域の高齢者が要介

護状態になることを予防するものである。地

域において自立 した日常生活を営むことがで

きるようにするものであるため、介護保険の

要介護認定を受けたもののうち 「非該当」の

判定 を受けたものも対象 となる。地域支援事

業は一次予防事業 と二次予防事業の2事 業 を

指す。一次予防とは、65歳 以上のすべての高

齢者 を対象 に、介護予防 に関する知識の普
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及 ・啓発や介護予防に役立つ 自主的な知己活

動の育成 ・支援 を実施するものである。二次

予防 とは、要支援 ・要介護状態 にあることの

予防 ・軽減 ・悪化防止を目的 とした通所また

は訪問による介護予防事業である。

　一次予防事業は元気な高齢者 を対象 として

実施される もので介護予防普及啓発事業、地

域介護予防活動支援事業、介護予防一般高齢

者施策評価事業がある。二次予防事業は特定

高齢者把握事業において要介護 ・要支援状態

になるおそれのあるものに対 し2次 予防事業

の対象者把握事業、通所型介護予防事業、訪

問型介護予防事業、介護予防特定高齢者施策

評価事業がある(介 護保険法115条44,1.)。

2.介 護保険制度成立前から介護保険制定ま

　で

　介護保険制度改正によって介護予防は創設

された。介護予防事業が創設された経緯につ

いて介護保険制度成立前から改正 までを整理

してお く。

　戦後 日本の平均寿命は、急速 に延び始め

1951(昭 和26)年 には男女 とも60歳(国 勢調

査,2007)に 達 し、1960(昭 和35)年 には女

性が1971(昭 和46)年 には男性が70歳 を超え

た。1989年 には男性75.91歳 、女性81.77歳(国

勢調査,2012)と な り介護の長期化が懸念さ

れた。1955(昭 和30)年 頃より始 まった高度

経済成長期は、大都市圏や都市部への人口集

中をもた らした。 これによ り大都市圏や都市

部では人口過密の問題が起 こり、地方では人

口過疎の問題 と若年層が都市部へ移動 したこ

とによる高齢化の問題が現れ始めた。家族形

態は、単身世帯の増加が著 しく高齢者夫婦の

みの世帯 も増加 し高齢者が高齢者を介護 しな

ければならない問題 も生まれてきた。介護は

従来、家族や親族で支えるものとされてきた

が家族の小規模化等による介護力の低下や、

職業をもつ女性が増加 し、在宅介護 ・家族介

護が限界 となって きた。

　 戦前には事業家による高齢者に対する施設

と生活保護法に基づ く施設による高齢者支援

があるのみであった。戦後、憲法が制定され、

児童福祉法、身体障害者福祉法等の整備が行

われていった。1963年 には、老人福祉法が制

定、特別養護老人ホーム ・軽費老人ホームが

創設された。在宅のサービスとして老人家庭

奉仕員派遣制度(現 ホームヘルプサービス)

が位置づけられたが、 この時期は施設サービ

スが中心であった。

　 平成に入 り介護保険制定に向けた動きが活

発化 し、1989年 ゴール ドプラン(『厚生白書』,

1990)が 発表 された。在宅福祉サービスの整

備 目標値があげられ、 ショー トスティ、デ ィ

サービス、在宅介護支援セ ンターの全国普及

.が目標 とされた。「寝たきりゼロ作戦」 とし

て機能訓練や健康教育等の整備、脳卒中情報

システムの整備、保健師 ・看護師等による在

宅介護指導員の計画的配置があげられた。

　 1994年 には、新ゴール ドプランが策定され、

整備 目標引 き上げとして在宅サービス、施設

サー ビス、人材 の養成確保(『 厚生 白書』,

1996)が あげられた。今後取 り組むべき高齢

者介護サービス基盤の整備に関する施策の枠
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組みとしてサービス基盤の整備 と支援施策3)

があげられた。介護予防に関連する取 り組み

としては、小規模ディサービス と要援護高齢

者の自立支援のための配食サービスの整備に

加え、寝たきり老人対策による地域 リハビリ

テーションの整備や民間サービスの活用によ

るサービス供給の多様化 ・弾力化であった。

また この整備が介護保険制定のための福祉

サービスの基盤づ くりとなった。

　 1994年 には、「高齢者介護 ・自立支援 シス

テム研究会」の報告書が提出された。翌1995

年には高齢者社会対策基本法の施行、老人保

健福祉審議会中間報告 「新たな高齢者介護シ

ステムの確立について」、老人保健福祉審議

会第二次報告 「新たな高齢者介護制度につい

て」を経て、1996年 老人保健福祉審議会報告

として 「高齢者介護保険制度の創設につ い

て」が取 りまとめ られた。この報告を受 け

1996年 政府は 「介護保険制度案大綱」を老人

保健福祉審議会等に諮問し答申を受け、介護

保険法案が1997年 国会に提出され公布 された。

そ して2年 間の準備期間を経て2000年4月1

日に施行 された。

　介護保険制度成立によって、①社会全体で

介護を支える 「介護の社会化」、②利用者 自

身が介護サービスを選択 ・決定 してい く仕組

みである 「利用契約制度」、③介護 ・保健 ・

福祉のサービスや手続 き、費用負担方法の統

一、④サービス供給主体 を多様化 させ、競争

によるサービスの質の向上、⑤ケアマネジメ

ントの導入がなされた。

3.介 護保険制定から介護保険改正への背景

　介護保険制定か ら3年 が経過 した2003年 に

厚生労働省老健局長の私的研究会である高齢

者介護研究会によって 「2015年 の高齢者介

護」が報告された。この研究会において、介

護保険制度の現状と今後の課題や高齢者介護

のあ り方が検討 された。そこに介護予防とい

う考えが示されることとなった。介護保険制

度導入による現状 についてここで述べる。

　介護保険制定後、介護サービスの利用者

(表1参 照)は 大 きく増えた。比率をみると、

2000年17.29、2001年24.Ol、2002年27.96、

2003年30.74と 増加 していることがわかる。

特に在宅サービスの利用者は倍増 し、2000年

を100%と した増加率でみ ると2003年 には

200%と なっている。介護サービス事業者 も

増え、提供体制は充実 してきた。各市町村 に

おいて予防事業などのサービスは行われてき

たが、要介護認定を受け、サー ビスを利用す

る者が急増 し、高齢者の伸び率を上回る増加

傾向である。特に、要支援 ・要介護 といった

軽度の介護認定者の増加が著 しい。

　介護サービスのなかで も在宅サービスの利

用者は増加 したが、一方で入所サービスの利

用者 も増加 している。2000年 を100%と した

増加率でみる と2003年 には138.5%と 増加 し

ていることがわかる。介護保険では、契約に

よって介護サービス事業者 と自由に申し込み

が行われるようになっている。 しか し、高齢

者の住宅と生活環境に関する意識調査の虚弱

化 したときに臨む居住形態(図2参 照)に お

いて、57.7%の ものが虚弱 な状態になって も
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表1　 介護サービス利用者の推移:実 数

居宅サービス

　 (増加率)

要支援

要介

要介

要介

要介

要介

隻1

隻2

蔓3

蔓4

隻5

施設サービス

　 (増加率)

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

合計

(比率)

2000年4月

97万 人

(100.0%)

17万 人

29万 人

17万 人

12万 人

10万 人

9万 人

52万 人

(100.0%)

25万 人

19万 人

7万 人

149万 人

(17.29)

2001年4月

142万 人

(146.4%)

22万 人

47万 人

29万 人

18万 人

14万 人

12万 人

65万 人

(125.0%)

30万 人

24万 人

11万 人

207万 人

(24.01)

2002年4月

172万 人

(177.3%)

26万 人

61万 人

36万 人

21万 人

16万 人

13万 人

69万 人

(132.7%)

32万 人

25万 人

12万 人

241万 人

(27.96)

2003年4月

194万 人

(200%)

31万 人

71万 人

39万 人

22万 人

16万 人

14万 人

72万 人

(138.5%)

33万 人

25万 人

13万 人

265万 人

(30.74)

※資料:「 介 護保 険事 業状 況報 告 」厚 労省 に基づ い て作 成

※2000年4月 分 につ い ては 、利用 者 区分 が未 区 分(居 宅3.6万 人、 施設8.2万 人)の 者 が あ るが 、 これ ら

　 につ いて は、合 計 にの み記 載 して い る。

　　　(複数回答)

現在の住宅にそのまま住
み続けたい

現在の住宅を改造し住み
やす くす る

介護専門の公的な施設に
入居する

介護専門の民間の施設に
入居する

子 ども等の家で世話をし
てもらう

(出典:内 閣府 「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」(平成13年))

　　　　　　　図2　 虚弱化したときに望む居住形態

自宅での生活を望んでいる。在宅サービスの

ニーズが高まってきているが、施設サービス

においても「ユニ ットケア」4)の整備が行われ、

個別ケアの取 り組みが進め られている。介護

サービスは従来の在宅サービス、施設サー ビ

スのみならず、自宅から移 り住む 「住まい」

での介護サービスが広が りつつある。ケアマ

ネジメントは、介護保険制度ができて導入さ

れることとなった。 しか し、アセスメントの

不十分 さ、適切なサービス提供がなされてい
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ない、ケアカンファレンスが開催 されていな

い場合もあり利用者本位のケアプランになっ

ていない。また、高齢者の問題にはケアマネー

ジャーだけでは解決で きない多様な問題があ

り、包括的な支援が必要 となっている。

　 認知症高齢者 は、2002年 には、149万 人で

あったが、要介護認定者における認知症高齢

者の将来推計(厚 生労働統計協会2010/2011:

ll9)(表2参 照)で は、2015年 には250万 人

になると見込まれている。認知症高齢者に対

する支援はまだ新 しい分野であ り、今後増え

てい く認知症高齢者への支援が課題である。

介護保険制度の制定によって、介護保険サー

ビス事業所は増 えてきたが、十分 に情報が提

供されていない。また、不正請求、サービス

の質の問題などで苦情や取 り消 し事業所 も増

えてきている。

　介護保険制定後、これらの現状が明らかと

なったことを踏 まえ、介護保険法改正が行わ

れることとなった。制度改革には、予防重視

型システムの確立、施設給付の見直 し、新た

なサービス体系の確立、サー ビスの質の確

保 ・向上、負担の在 り方 ・制度運営の見直 し

の5つ の柱 を掲げ、見直 しを行った。

　次節では、介護予防に焦点を置いて検討す

るため、予防重視型 システムとその事業運営

を行い地域での中核機関 となる地域包括支援

セ ンターに焦点をあてていきたい。

皿.地 域包括支援センターの創設の経緯と地

　 域包括支援センター

　 予防重視システムでは、軽度の高齢者がで

きる限り要支援 ・要介護状態にならない、重

度化 しないように一貫性 ・継続性 を重視 した

支援 をお こなうものである。要介護認定は従

来、要支援 と要介護1～5に 区分 されていた

が、要支援 を要支援1と 要支援2に 区分 し、

要支援者を新予防給付、要介護者を介護給付

でのサー ビス提供を行うことになった。新予

防給付の介護予防マネジメントは介護予防事

業 として市町村が責任をもって実施すること

になった。その介護予防事業の市町村での担

い手が地域包括支援センターであ り、介護予

防のケアマネジメントを行い、要支援 ・要介

護になることを防 ぐためサービスの提供 をす

る。また、要支援 ・要介護になる前か らの介

護予防を推進 し、地域における包括的 ・継続

的なマネジメントを行 うために、市町村によ

る 「地域支援事業」が創設された。この地域

支援事業 も地域包括支援センターが運営の担

表2　 要介護(要 支援)認 定者(第 一号被保険者)に おける認知症高齢者の将来推計

認知症である高齢者の

自立度H以 上(参 考)

認知症である高齢者の

自立度皿以上

2002

149万 人

6.3

79万 人

3.4

2005

169

6.7

90

3.6

2010

208

7.2

111

3.9

2015

250

7.6

135

4.1

2020

289

8.4

157

4.5

2025

323

9.3

176

5.1

2030

353

10.2

192

5.5

2035

376

10.7

205

5.8

2040

385

10.6

212

5.8

2045

378

10.4

208

5.7

65歳 以上 人口比 を%表 示 してい る。

出典:厚 生 労働 統計協 会2010/2011「 国民 の福祉 の動 向」
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い手 となり、介護予防事業、包括的支援事業

などを行 う(厚 生労働省,2006)。

　このように、介護保険改正のなかで地域包

括支援セ ンターが創設され、介護予防を担 う

こととなった背景を明らかにする。

II-1.介 護予防と地域包括支援センター創

　設の背景

　社会保障審議会は、厚生労働省に設置され

た審議会であ り、厚生労働相の諮問機関であ

る。そのなかにある部会には介護保険部会 と

介護給付費分科会などがある。これらは、社

会保障制度全般に関する基本事項や各種の社

会保障制度のあ り方について審議 ・調査 し意

見を答申する機関である。介護保険部会は、

2003年5月 の第1回 開催か ら2011年ll月 の第

42回 開催まで介護保険全般の審議が行われて

いる。介護給付費分科会は2001年10月 の第1

回開催か ら2012年1月 の第88回 開催 まで介護

保険の報酬について審議が行われている。 こ

れ らの審議に基づいて報酬や法制度等が定め

られている。そこで社会保障審議会の介護保

険部会、介護給付費分科会から創設の背景に

ついて検証 したい。

(1)介 護予防事業が地域包括支援センターに

　 おいて実施 させた背景

　 第4回 社会保障審議会介護保険部会(2003,

9)で は、「介護保険制度の運営状況等の検

証(そ の3)、 保険給付 ・要介護認定の状況

等について」審議された。この問題は第2回

か ら第4回 までの3回 にわた り審議がされて

いる。事業所による過剰なサービスが利用者

の運動機能を低下させることになるだけでは

な く、必要以上の財源を使って要介護状態に

していることが報告されている。介護保険導

入後、特に要支援、要介護1が 急増 したこと

からも予防事業は公益性の高い運営を行 う必

要があるとの意見も出された。これらは、過

剰介護による要介護状態の高齢者を増大 させ、

財源の負担を増加 させた。

　そこで、第7回 社会保障審議会介護保険部

会(2003,12)で は、「給付のあ り方」につ

いて審議された。介護保険制度 と予防事業の

市町村負担について審議が行われた。介護保

険を利用するほうが財源的にも負担が少なく

なるというシステムが、市町村自体 も介護保

険利用の流れに進んでいくことになったと苦

言が呈 されている。そこで高齢者全体が要介

護状態にな らない事業の必要性が模索 されて

いる。

　第36回 社会保障審議会介護給付費分科会

(2005,12)で は、「介護療養型医療施設につ

いて、既存のサービスの報酬体系に関する議

論の整 理」 について審議 され た。第31回

(2005,10)か ら第35回(2005,11)ま では 「介

護サービスの報酬体系について」審議 され、

第31回 では新規のサービスの報酬について審

議されている。第36回 の分科会では、地域包

括支援センターが予防事業を担 うことが具体

的に論議されている。過剰介護が介護度を引

き上げることになる事例を紹介 し、軽度者を

介護サービスから外す方向性が示 された。軽

度者は、地域包括支援センターの対象の措置



介護予防の現状と課題 105

とし、その事業は中立的で公益性の高い運営

主体が行 うことで要介護状態にならないよう

高齢者全体 を対象 に介護予 防を行 うこ とに

なった。

(2)地 域包括支援センターを市町村が設置す

　 ることになった経緯

　第2回 社会保障審議会介護保険部会(2003,

7)か ら第4回 までの会議において 「介護保

険制度の運営状況等の検証、保険給付 ・要介

護認定の状況等について」審議 されたことを

受けて、第5回 社会保障審議会介護保険部会

(2003,10)で は、「論点整理」がなされた。

介護保険外のサービスをどこが担 うかについ

て審議され、1990年 に創設された在宅介護支

援センター5>の持つ機能が適切ではないか と

意見が出されている。在宅介護支援セ ンター

は介護保険導入によって、介護保険利用者が

増大した結果、市町村の独 自の福祉施策が縮

小された現状が報告された。しか し、在宅介

護支援センターは、介護保険外のサービスを

担ってお り、地域ニーズを掘起こして、行政

施策の中に入れる窓口機能がある。そのため

既存の施設の機能を活用 したかったことが議

事録からうかがえる。

　第9回 社会保障審議会介護保険部会(2004,

2)で は 「サービスの質、要介護認定」につ

いて審議された。在宅介護支援セ ンターには

基幹型と地域型があ り、審議会では基幹型に

期待が寄せられている。地域型の在宅介護支

援センターは、事業所が設置している場合、

事業所の経営に流れる傾向があ り、囲い込み

の要因になる。基幹型は市町村直営 もしくは、

それに近い形態であるため、中立的な立場が

とれることが期待 されている。本人、介護者

か らの要望、介護支援専門員、相談員の拠 り

所 とする場所 としても中立的であるため、な

お既存のセンターを活用 したい審議会の意向

が うかがえる。

　要支援へのマネジメン トを介護サービス事

業所にすべて任せると要介護状態の高齢者が

増える現状を踏まえ、第7回 社会保障審議会

介護保険部会(2003,12)で は 「給付のあ り

方」について審議 された。要支援か ら要介護

の継続 した支援 よりも元気な高齢者から要支

援者への継続 した支援 を連続 して提供できる

ような体制が必要だとしている。地域での支

援事業が高齢者の要介護状態を遅らせるもの

とし、地域の資源を活用するためにも市町村

が運営 ・委託できる在宅介護支援セ ンター基

幹型に即 したものが必要であるとの判断か ら、

地域包括支援セ ンターが設立 され ることに

なったと推測される。 また、第39回 社会保障

審議会介護給付費分科会(2006,1)で は、「平

成18年 度介護報酬等の見直 しに係る諮問」に

ついて審議された。そ こでは、高齢者の相談

窓口が市町村単位であり、相談がす ぐに解決

へ とつながる地域の中核的な役割が在宅介護

支援セ ンターの基幹型にはあるため、その形

態 を受け継 ぐ地域包括支援セ ンターに期待が

寄せ られて創設 された背景が明らかとなった。

　元気な高齢者および特定高齢者、要支援者

が、住み慣れた地域において公益性のある適

切なサービスの提供を行い、健康 を維持する
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取組みを地域全体でおこなうことが要介護状

態になることを遅 らせ る。 また、在宅介護支

援センター基幹型の既存のセンターを活用す

ることで、改正後 もスムーズに事業が行われ、

その運営が中立的で公益的に行われると期待

されていたことも明らか となった。

　そ こで、介護予防の担 い手 として創設され

た地域包括支援セ ンターについて次に述べる。

∬-2.地 域包括支援センターの運営と業務

　内容

　在宅介護支援セ ンター基幹型の形態 を受け

継いで創設された地域包括支援セ ンターの運

営 と事業内容について、ここでは簡潔に要点

だけを取 り上げてお く。

　実施主体が市町村である地域包括支援セン

ターは、地域住民の心身の健康の保持および

生活の安定のために必要な援助 を行い、地域

住民の保健医療の向上および福祉の増進を包

括的に支援することを目的 とする。包括的支

援事業等を地域 において一体的に実施する役

割を担 う中核的機関 として設置された(介 護

保険法第115条 の45,1.)。 包括 的支援事業に

ついては、老人介護支援セ ンターの設置者そ

の他厚生労働省令で定めるものに対 して委託

することができる。また地域支援事業の実施

についてはその事業の全部又は一部を委託す

ることができることとなっている(介 護保険

法115条45,2,3.)。 その事業内容 は、介護

予防事業のマネジメント、被保険者の実施把

握 と総合相談支援、虐待防止 と早期発見のた

めの事業等権利擁護事業、他職種協働 による

包括的 ・継続的ケアマ ネジメ ント(《社》日

本社会福祉士会,2006:14-15)で ある。こ

れ らの事業によって地域住民の保健医療の向

上お よび福祉の増進を包括的に支援するもの

である。また、指定介護予防支援をおこない、

介護保険における予防給付の対象 となる要支

援者の介護予防サービスを作成 している(介

護保険法115条47.)。

　職員配置は、包括的支援 を適切に行 うため、

原則 として社会福祉士、保健師、主任介護支

援専門員を置 くことになっている。また、地

域包括支援セ ンターが担当する区域における

65歳 以上の高齢者が概ね3000人 以上6000人 未

満 ごとに社会福祉士、保健師、主任介護支援

専 門員をそれぞれ各一人専従で配置すること

が必要である(介 護保険法140条52,2.)。

皿.介 護予防の現状 と課題

皿一1.介 護予防事業

　介護予防は、要介護状態になることを防ぐ

ために元気な高齢者、特定高齢者 と要支援者

が継続 した支援が受け られるシステムとして

できた事業である。しか し、要支援は地域包

括支援センターでケアマネジメン トされるが、

要介護になると介護サー ビス事業所によるケ

アマネジメン トとなる。後期高齢者が4分 の

3を 占める予防給付対象者が要介護状態に

なったときに新たなサービスを説明 し、信頼

関係を構築することが懸念(遠 藤,2008:34

-39)さ れている。介護予防事業を行 う際に

要介護認定を受けていない高齢者に対 して基

本チェックリス ト6)を用いて特定高齢者の判
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別を行 うが、把握が不十分なため医療機関等

の連携による情報提供は期待できなかったこ

と、要支援者増加に伴い介護予防マネジメン

トが追いつかないこと、一般高齢者 と特定高

齢者に対するサービス内容や課題は違 うがそ

れを支援する地域活動の促進する支援の難 し

さ(安 藤,2008:335-340)も 指摘されてい

る。 リハ ビリの領域から介護予防運動を見た

時にリハ ビリが 日本で進まない理由として、

国民が リハ ビ リを知 らなす ぎる(大 田,

2010:156)こ とを挙げている。

　この ように、要支援か ら要介護への継続 し

た支援、特定高齢者の把握方法 とそのマネジ

メント、地域支援事業の多様なプログラムと

それを運営するマ ンパワーの確保、介護予防

の理解不足などが課題 となっている。現在、

厚生労働省では介護予防の取 り組み事例 を示

し、活用できるように情報を提供 している。

特定高齢者の把握のための基本チェックリス

トの見直 し、要支援のケアマネジメントの委

託などによって徐々に改善されてきているも

のの自治体間の差は大 きいと推察される。ま

た、地域支援事業の多様なプログラムの開発

など多 くの事業を抱えているうえ、少ない職

員配置で運営 している地域包括支援セ ンター

にも課題が山積 していると考える。

皿一2.地 域包括支援センター

　地域包括支援センターは、公益性、地域性、

協働性の視点を持 った運営が求められている。

しかし、「地域包括ケア研究会」の報告書(厚

生労働省,2003)で は、地域包括支援センター

の現状が報告 されてお り、総合相談業務や包

括的 ・継続的ケアマネジメントの機能が不十

分、地域のネットワークが不十分、医療や介

護等の多制度 ・多職種連携 を高める地域ケア

会議の強化の必要性などが課題 として挙げ ら

れている。機能が十分に活かされていないと

あるが、地域包括支援センターの設置基準で

は3000人 程度の高齢者に1セ ンターで対応す

ることとなっていることに無理がある。地域

包括支援センターでは、総合相談業務 と介護

予防マネジメントの業務に忙殺され介護予防

サービスを履行 しがたい状況(川 島,2011:

305-315)と なっている。

　今後、連携 ・協働の一層の整備が地域包括

支援セ ンターには必要だとされている。介護

予防事業は地域包括支援センターが行なう中

核的な機能であることは述べてきた。一・部事

業を委託することを連携 ・協働とす るのでは

なく、地域包括支援センターにおいて介護予

防事業が行なわれていることを地域住民、関

係団体が知って活用することが連携 ・協働へ

とつながって くるであろう。 また、地域包括

支援センターも地域の関係団体 に発信 してい

くことが重要になって くると思われる。

　第29回 社会保障審議会介護保険部会(2005,

9)で は、「事業者団体 ヒヤリング」につい

て審議 された。議事録にによれば、予防給付

の導入により悪化者数の減少 ・費用の減少が

見られたことが報告 されている。健康の維持

のみならず、財源の軽減が行われたことか ら、

今後 も介護予防の事業は高齢社会の重要施策

となるであろう。ただし、地域差があること、
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社会資源の不足、体制の不備、情報の提供等

に課題がある。

まとめ

　本稿では、介護保険制度の制定か ら改正の

大筋をたどることで、介護予防の現状を探 っ

てみた。地域包括支援センターは、元気な高

齢者、特定高齢者に対する介護予防、要支援

者への介護予防ケアマネジメント、総合相談、

権利擁護事業など多様な事業を担 うため忙殺

されることが明 らかとなった。 また、地域の

関連機関との連携が十分にとれているとはい

えない現状がある。これらか ら地域包括支援

センターが介護予防事業をすべて担うことに

は限界があるともいえる。今後は、地域包括

支援セ ンターにおいて介護予防を行 ううえで

の現状 と課題が、審議会等 において どのよう

に検討 されているかについて詳細 に検証 した

いと考える。

[注]

1)介 護 保 険法115条44,地 域 支援 事 業 は 、被 保

　険 者 が 要介 護 状 態 等 とな る こ とを予 防す る と

　と も に要介 護 状 態 と なっ た場 合 に お い て も可

　能 な限 り地域 にお い て 自立 した 日常 生 活 を営

　む こ とが で きる よ う支 援 す る た め の事 業 で あ

　る。 被保 険者 とは、65歳 以上 の第1号 被 保 険者

　を指 す。

2)介 護保 険制 定時 に介護 保険 の円滑 な実 施 を行

　うため に2000年 度 よ り介 護予 防 ・生活支 援事 業

　と して始 め られ た もの が改編 した ものであ る。

3)新 ゴール ドプ ラ ンのサ ー ビス基 盤の整 備 は、

在宅 サ ー ビスで は、施設 サ ー ビス、寝 た き り老

　人 対策 、痴 呆 性 老 人対 策の 総合 的 実施 で あ り、

支援 施 策 とは 人材 の 養 成確 保 、 福祉 用 具 の 開

発 ・普 及の推 進、民 間 サー ビスの活用 、住宅 対

策 ・まちづ く りの推 進 であ る。

4)ユ ニ ッ トケア とは、施 設の 入所者 を小 グルー

プ ご とに分 けて ス タ ッフ を配 置 し、在 宅 に近 い

居住 環 境 を整 え て ケ アの 個 別性 を高 め た支援

　をお こな う取 組 み を指 す。

5)在 宅 介護支 援 セ ンター は、1990年 に在宅 の寝

た き り老 人 な どを抱 え る家族 の福 祉 の 向上 を

　図 るこ とを 目的 に創 設 され た。老 人福 祉法 に規

定 され、介護 保 険の対象 とな らない高齢者 の介

護予 防、生活 支援 、生 きが い活動 な どへ の参 加

　を図 る連絡 ・調整 機能 の ほか、介護 サー ビスの

質の 向上 を図 る事 業 な ど様 々な役割 があ る。市

町村 直営 また はそ れ に近 い ものが 「基幹 型」、

施設 や病 院の併 設あ るい は単 独の もの を 「地域

型」 とい う。

6)基 本 チ ェ ック リス トとは、65歳 以 上の方 で要

介護認 定 を受 けてい ない人、 介護認 定 を受 けた

が 非該 当の 方 を対 象 に介 護 の予 防の チ ェ ック

　を実施 してい る もの であ る。 介護 の原因 とな り

　や す い生 活 機 能低 下 の危 険性 が な いか どうか

　とい う視 点 で運 動 、 口腔 、物忘 れ 、 うつ症状 、

閉 じこも りの全25項 目につ いて 「はい」、 「いい

　え」 で記 入す る。
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